
１ 事業の目的
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく対象者の地域処遇

支援を充実・強化させるため、「地域社会における処遇のガイドライン」に基づく地域処遇関係機関の基盤
構築を図るとともに、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、法対象者を新たに受け入れ
る障害福祉施設等に対し適切に支援することで、継続的な医療提供の確保と社会復帰を促進し、障害者自立
支援法の目的である障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる
地域社会の実現を図る。

２ 事業の内容

（１）実施主体 都道府県

（２）事業の内容

① 医療観察法地域処遇体制基盤構築事業

法対象者の地域生活を支援する地域関係機関が、地域の援助関係機関との連絡調整の下に実施

する訪問指導等の体制や、関係機関相互の連携について基盤構築を図ることで、法対象者に対す

る適切な地域処遇体制を確保する。

② 障害福祉施設等入所時支援事業

障害福祉施設等に入所が見込まれる法対象者の入所に先立って、当該家族及び入居法対象者等

の居宅及び指定入院医療機関等への訪問による入所後の生活にかかる相談援助や、精神保健福祉

士等の福祉スタッフを確保するなど、予め受け入れに関する体制整備を実施した場合に助成を行

う。

３ 補助割合 定額（１０／１０）

４ 実施年度 平成２１年度～２３年度

５ 事業担当課室 精神・障害保健課 医療観察法医療体制整備推進室

医療観察法の地域処遇体制の強化を目的に、障害者自立支援対
策臨時特例交付金の枠組みを活用した事業の展開

医療観察法地域処遇
体制強化事業（案）

※ 本資料は現時点での案であり、今後、変更があり得る



受入準備期

[障害福祉サービス報酬改定(平成２１年４月)]

都道府県
[精神保健福祉センター・

保健所等]

市町村
[福祉事務所等]

保護観察所(居住地)
社会復帰調整官

指定医療機関

居住地の精神保健医療福祉
のネットワーク

事前調整

報酬改定及び基金事業による対応（案）について

[障害者自立支援対策臨時特例交付金(医療観察法地域処遇体制強化事業)]

障害福祉施設等への受入
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○法対象者の障害福祉施設等
における受入支援

○法対象者の障害福祉施設等における受入後の支援体制の確立

障害福祉サービス
事業者

報酬改定による対
応と基金事業によ
る対応により、切れ
目のない地域処遇

を展開

○医療観察法に基づく指定入院医療機関を退院した者等の円滑
な社会復帰を支援する観点から、これら利用者に係る受入体制の
整備及び関係機関との連携等について、新たに報酬上の評価を行
う。

［障害福祉施設等入所時
支援事業］

［医療観察法地域処遇体制基盤構築事業］

相談支援
地域ケア実施

コーディネーターの配置



[連 絡 事 項]

＜企 画 課＞
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